
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際の就労事例の紹介 

 

開 催 日 時 

会 場 

参加費・定員 

内 容 

申 込 期 限 

申 込 方 法 

知的障害のある方の就労のタイミングは、就労意欲の醸成や労働習慣の習得など、その方の発

達段階によって違います。今回の発表会では、就労移行支援事業の利用だけではなく、様々な経

過を経て就労を実現した事例を紹介していただきます。 



 
 

           

■ 所在地 世田谷区太子堂２－１６－７ 世田谷産業プラザ３階 

■ 交 通 東急田園都市線・世田谷線「三軒茶屋」駅 

※ 駐車場のご用意はございませんので、公共交通機関でお越しください。

 

会 場 案 内 

多機能型事業所とは、障害者総合支援法に基づく事業のうち、2つ以上の事業を一体

的に行う事業所のこと 

一般就労への通過型就労の位置づけで、区独自事業として平成元年より実施。すぐには

一般就労が難しい障害者が援助者のもとで働き、労働習慣や社会性を習得した上で、採

用から 5年を目途に一般就労を目指す事業 

国や自治体が障害者を一定期間雇用し、雇用期間終了後はその業務経験を活かして、

一般企業等への就労を促進するもの。 

 


